
＜投信積立購入サービスの契約締結前交付書面＞

投信積立購入サービスのお申込にあたっては、以下の記載事項をよくお読みになり、
内容をご理解ください。

●本サービスにかかる利用手数料について
０円

※ただし、本契約に基づく個別ファンドの購入時には、個別ファンドにかかる所定の販売
手数料がかかります。

●クーリングオフについて
（契約締結時交付書面を受領後、一定の期間に書面により当該契約を解除できる制度）
当サービスの契約に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の
適用はありません。

●本契約の概要
投信自動積立契約（投信積立購入サービス）は、毎月お客さまの指定された日に一定額
をお客さまの普通預金口座から自動引落としし、投資信託をご購入いただけるサービス
に関する契約です。

●本サービスを提供する販売会社の概要
商号等 株式会社新生銀行　登録金融機関　関東財務局長（登金）第１０号
本店所在地 〒１０３－８３０３　東京都中央区日本橋室町２丁目４番３号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
認定投資者保護団体 加入している認定投資者保護団体はありません。
資本金 512,204百万円（2012年12月31日現在）
主な事業 銀行業
設立年月 １９５２年１２月１日
連絡先 フリーダイヤル　０１２０－４５６－８６０（受付時間；24時間３６５日）

●本契約において当行が行う登録金融機関業務
本契約において当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条第２項等の
規定に基づき登録金融機関が行う業務であり、当行においてファンドのお取引
および保有をされる場合には、以下によります。
● 当行においてのお取引は、インターネットを経由した当行所定の手続きに従い、

必要事項およびパスワード等をパーソナルコンピューター等の端末から入力する
方法によります。

● お取引にあたっては、当行にパワーフレックス口座を開設いただいた上で、投資信託
総合取引のお申込および特定口座の開設が必要です。

● 本契約に基づく注文にかかる代金は、注文時に全額お客さまのパワーフレックス
口座円貨普通預金から引き落とします。

● 本契約に基づきご注文いただき、成立したお取引については、当行所定の方法に
よりご報告します。
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●本契約の終了
本サービスは次のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
● お客さまが、当行所定の方法により本サービスの解約依頼を行った場合
● お客さまが預金決済口座、投資信託総合取引口座または特定口座を解約したとき
● お客さままたは当行が投資信託総合取引約款（パワーフレックス用）に基づき投資

信託総合取引を解約したとき
● お客さまについて相続の開始があったとき
● 指定ファンドが償還され、または対象ファンドから除外された場合で、他の対象ファン

ドにかかる本サービスの申込がされていないとき
● 預金決済口座からの自動引落しが当行所定の期間にわたってできなかったとき
● 当行が累積投資業務を営むことができなくなるなど、やむをえない事情があると当行

が判断したとき

●その他
● 投信積立購入サービスの変更の手続きにより、契約内容を変更することができます。
● 投信積立購入サービスの一時停止、または再開の手続きにより、いつでも本サービス

にかかる指定ファンドの購入を一時停止し、または再開することができます。
● お客さまの預金決済口座の預金残高不足等により、申込金額の引落しができない

場合は、引落しをせず、積立を行いません。また、複数の引落しが同一日に行われる
場合で、その申込金額の合計額が預金決済口座の預金残高を超える場合に、いず
れの引落しも行わないものとします。
（したがって、引落指定日の午前０時時点における預金決済口座の預金残高が、
当該引落指定日に自動引落しが行われる申込金額（複数の自動引落しが同一の引落
指定日に行われる場合はその申込金額の合計額とします。）に満たない場合、
および当該引落指定日に他の引落し等が行われる結果、預金残高が申込金額に
満たなくなる場合には、当該引落指定日における本サービスに基づく自動引落し
および設定注文の取次ぎが行われないことがあります。）

● 苦情処理措置及び紛争処理解決措置の内容

お取引についてのトラブルなどは、金融ＡＤＲ制度により指定された紛争解決機関における
苦情処理・紛争解決の枠組みのご利用が可能です。金融ＡＤＲ制度とは、裁判外紛争解決
制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、
公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。当行は特定非営利活動法人
「証券・金融商品あっせん相談センター」または「全国銀行協会相談室」を利用することによ
り、金融商品取引関連の苦情及び紛争の解決を図ります。

● 証券・金融商品あっせん相談センター
〒 １０３－００２５　東京都中央区日本橋茅場町２－１－１３

フリーダイヤル　０１２０－６４－５００５
・受付時間：月～金曜（祝日および年末年始を除く）午前９時～午後５時

● 一般社団法人全国銀行協会
全国銀行協会相談室
〒 １００－８２１６　東京都千代田区丸の内１－３－１

一般電話から　０５７０－０１７１０９
携帯電話・ＰＨＳから　０３－５２５２－３７７２
・受付時間：月～金曜（祝日および銀行休業日を除く）午前９時～午後５時


